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長野県

長野県人口定着・確
かな暮らしの実現を
目指す地方創生特
区活用プラン

長野県

　農事組合法人が行うことができる事業種類に、農閑期等に
容易に取り組める範囲で地域に密着した「生活サービス事
業」を加える。
　法人の本来事業である農業経営に支障を来すことがないよ
う、必要に応じて売上高に占めるサービス事業の割合に制限
を設けるよう措置する。

　農事組合法人は、農協法により、農業以
外の事業が制限されており、地域存立に不
可欠な「生活サービス事業」などを実施する
ことができない。株式会社に組織変更すれ
ば実施可能だが、平等であった発言権が株
式の持ち分に応じたものになること等から、
生活サービス事業への参入を検討する上で
の大きな支障となっている。そこで、地方創
生の観点から、農事組合法人が行うことが
できる事業種類に、農閑期等に容易に取り
組める範囲で地域に密着した「生活サービ
ス事業」を加える。
　※地域に密着した生活サービスの例
　　①生活用品や食料品の宅配や販売　②
高齢者の病院等への送迎
　　③子どもの一時預かり　④生活道路や
民家等の除雪請負や補修
　　⑤新聞配達　等

・急速な高齢化や人材不足、商店
の撤退や公共交通機関の廃線や
便数激減など、生活面での多くの
課題を抱えている農山村集落にお
いて、地域に密着した生活サービス
が提供しやすくなる。

  農事組合法人の事業範囲の制限
過疎地有償運送、福祉有償運送の
実施主体の制限

・農業協同組合法第72
条の８

　農事組合法人は、農協法により、農業以
外の事業が制限されており、地域存立に不
可欠な「生活サービス事業」などを実施する
ことができない。株式会社に組織変更すれ
ば実施可能だが、平等であった発言権が株
式の持ち分に応じたものになること等から、
生活サービス事業への参入を検討する上で
の大きな支障となっている。そこで、地方創
生の観点から、農事組合法人が行うことが
できる事業種類に、農閑期等に容易に取り
組める範囲で地域に密着した「生活サービ
ス事業」を加える。
　※地域に密着した生活サービスの例
　　①生活用品や食料品の宅配や販売　②
高齢者の病院等への送迎
　　③子どもの一時預かり　④生活道路や
民家等の除雪請負や補修
　　⑤新聞配達　等

・急速な高齢化や人材不足、商店
の撤退や公共交通機関の廃線や
便数激減など、生活面での多くの
課題を抱えている農山村集落にお
いて、地域に密着した生活サービス
が提供しやすくなる。

  過疎地有償運送、福祉有償運送
の実施主体が制限されており、農
事組合法人は有償運送を実施する
ことができない。

・道路運送法第78条第２
号

有償運送を行える者に、農事組合法人を加える。
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　空港において、運用時間の延長時間帯で
の具体的な計画がない状況においても、運
航が期待される範囲の運用時間を事前に
確保することにより、航空会社等に対して、
利便性の高いダイヤ編成、増便、新規就航
等を積極的に働きかけ、路線の充実を実現
し、空港の活性化を図る。

・空港の運用時間の延長により、航
空運送事業者が、利便性の高い柔
軟なダイヤ編成をすることが可能と
なり、観光客やビジネスマン等の利
用者の県内滞在時間が長くなるとと
もに、新規路線やチャーター便の就
航等が実現し、利用者が増加する
ことにより、交流人口を増加させる
ことができる。

　地方空港の運用時間変更する場
合には、国土交通省通知により、
航空保安業務要員などの必要な予
算措置等を円滑に実施するため、
変更を計画する年度の前々年度の
1月末までに要望書の提出を求め
られている。

平成20年1月22日付け東
空保第16号阪空保第
138号
「空港の運用時間変更に
係る手続きについて」

　空港の運用時間延長に係る地元同意がある場合には、「延
長時間帯での運航計画」が構想等の段階であっても、航空保
安要員業務に従事する国土交通省航空局職員の増員を要し
ない範囲であれば、空港運用時間の延長を可能とする。

スキーインストラクターとして就労可能な在
留資格要件の緩和により、外国人インストラ
クターを確保し、外国人スキーヤーへの
サービスを向上させる。

・長野県は外国人宿泊者数を2017
年までに倍増することを目標として
いる。これを加速させることにより、
国全体の2020年訪日外国人旅行
者数2000万人超の目標達成に貢
献できる。
・冬季オリンピック開催県
「NAGANO」の発信により、2020年
東京オリンピックに向けた世界から
の誘客強化に貢献できる。

外国人スポーツ指導者が在留資格
（技能）を得るための要件について
は「3年」の実務経験が必要である
が、スキーインストラクターの場合
は、スキーが通年型のスポーツで
はないと判断されていることから、1
年のうち３ヶ月の実務経験しか認
定されていない（実質的に外国人
スキーインストラクターの確保は困
難）。

出入国管理及び難民認
定法第７条
出入国管理及び難民認
定法第７条第１項第２号
の基準を定める省令

　スキーインストラクター実務経験は１年のうち実質３ヶ月程
度と換算されているが、３シーズン以上の実務経験を備える
外国人については、在留資格要件を緩和する。

長野県

長野県人口定着・確
かな暮らしの実現を
目指す地方創生特
区活用プラン

長野県

  長野県の介護人材は不足しており、介護
人材の養成が大きな課題となっている。一
方、養成ルートの１つである福祉系高等学
校においては、平成19年の法改正により、
介護福祉士国家試験の受験資格を得るた
めの指定科目単位数が1.5倍に増加し、普
通科目単位を圧迫することで幅広い知識・
教養の習得が難しくなったり、7時間目や長
期休業中等の授業・実習の実施により、生
徒に負担かかるといった課題が生じてい
る。
  そこで、地域の介護福祉士養成施設と福
祉系の学科・コースを持つ高等学校が連携
し、高等学校で取得した単位と卒業後養成
施設で取得した単位を通算することで、必
要な指定科目を修了したとみなし、国家試
験受験資格を得られるよう措置し、介護福
祉士資格取得の道を広げる。

・地域で必要な介護人材を地域で
養成・育成することが可能となる。
・福祉系高等学校の生徒が充分な
基礎知識・教養を習得したうえで、
将来の国家資格取得につながる
キャリア形成を行うことができ、もっ
て介護分野への参入が促進され
る。
・高等学校卒業後養成施設におい
て更に専門性を磨くことで、介護福
祉士としての質の向上が図られる。
・多くの養成施設では定員割れの
状態となっており、新たな学生の掘
り起こしにつながる。

　CIQ（税関・出入国管理・検疫）が常設され
ていない非検疫空港において行われる検疫
業務を、現在の検疫所常勤職員による対応
ではなく、検疫所が非常勤職員に任命した
空港近隣の医師が行うこととし、海外からの
プライベートジェット機等の直接就航を可能
とする。

・海外から信州まつもと空港へのプ
ライベートジェット機等の直接就航
が可能になり、スキーなどを楽しむ
外国人富裕層をはじめとした海外
からの観光誘客が促進される。

　海外からのプライベートジェット機
等については、運航日直前での連
絡が多いことから、検疫所からの
職員の派遣が困難となり検疫体制
がとれない。そのため、検疫法上
の非検疫飛行場である信州まつも
と空港へ直接着陸することは不可
能であり、一旦、検疫飛行場（羽田
空港、中部国際空港等）に着陸し
て検疫を受けた上で、信州まつもと
空港へ着陸し、入国、税関に関す
る手続きを実施する必要がある。

検疫法第4条

　CIQが常設されていない非検疫空港において行われる検疫
業務を、現在の検疫所常勤職員派遣による対応ではなく、検
疫所が非常勤職員等に任命した空港近隣の医師が行うこと
とし、海外からのプライベートジェット機等の直接就航を可能
とする。

  高等学校修了時に介護福祉士国
家試験受験資格を得るには、指定
科目52単位（約1,800時間）以上の
カリキュラム、教員、施設・整備、実
習施設等を整備し、文部科学大臣
及び厚生労働大臣の指定を受けた
「福祉系高等学校」を修了する必要
がある。
  指定校以外の高等学校卒業者が
受験資格を得るには、養成施設に
おいて2年間1,800時間の指定科目
を履修することが必要であり、その
際、高等学校で履修した科目につ
いても改めて履修しなければなら
ない。

社会福祉士及び介護福
祉士法第40条
社会福祉士及び介護福
祉士法施行規則第21条

  地域の養成施設と連携した高等学校において福祉に係る
指定科目の単位取得して卒業した者については、高等学校
で取得した単位と卒業後養成施設で取得した単位を通算す
ることで、必要な指定科目を修了したとみなし、国家試験受
験資格を得られるよう措置する。
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  道路占用が可能な工作物等は、
道路法において限定列挙されてお
り、これに該当しないものは、原則
として認められない。

道路法
第32条

  道の駅内の道路区域における工作物等の占用について
は、地方の裁量で許可できるようにする。

  道路の敷地外に余地がある場合
には原則として許可が認められな
い、いわゆる無余地性の原則があ
る。

道路法施行令
第7条

  道の駅内の道路区域については、無余地性の原則を適用
しないこととする。

下水道施設は、下水道処理区域の
下水を処理するための施設の総体
とされているため、下水道処理区
域外からし尿等を受け入れるため
の施設は下水道施設とは位置付け
られていないこと。
　し尿等を下水道へ投入する施設
（し尿等の受入施設）を下水道処理
場内に設置する場合、国土交通大
臣の目的外使用の承認（補助金適
正化法第22条）の事務手続等が必
要であること。

下水道法
  下水道事業の範囲を拡大し、し尿等の受入施設を下水道
施設として位置付ける。

長野県

長野県人口定着・確
かな暮らしの実現を
目指す地方創生特
区活用プラン

長野県

　道の駅管理者（市町村等）が、道の駅内
の道路区域内において、賑わいの創出など
地域の活性化に寄与する目的で公共性の
高い工作物等を設置する場合には、地方の
裁量で占用を許可できるよう規制の緩和を
求める。

・ 現在、道の駅は、それ自体が目
的地となってきており、道の駅内に
設置されているレストランや直売所
などの地域振興施設においては、
地域の特産物や観光資源を活かし
て、地方の特色や個性を表現し、文
化などの情報発信や様々なイベン
トを開催することで利用者が楽しめ
るサービスを提供している。道の駅
内の道路区域についても工作物等
の設置について柔軟に対応するこ
とにより、道の駅の有効活用が図ら
れ、道の駅ごとに独自性を出した
サービス提供が可能となり、道路利
用者の利便性の向上や観光・産業
の活性化、地域の雇用の創出に繋
がる。

下水道の普及と人口の減少により、し尿や
浄化槽汚泥の発生量が減少している。
　こうした中、今後、老朽化が進むし尿処理
施設を改築するよりも、既存の下水道処理
場を有効利用して、し尿等を処理することは
合理的であり、汚水処理施設の効率的な整
備に資するものと考える。
　県内のし尿処理施設の中には、老朽化に
より改築の必要性が高まっているところが
あり、複数の市町村では下水道処理場でし
尿等の処理を計画している。
　そこで、し尿等を下水道処理場へ投入す
る施設（し尿の受入施設）を下水道施設とし
て位置付けることにより、下水道処理場に
おけるし尿等の受入処理を容易なものとす
る。

人口減少下における下水道処理場
を活用して、し尿等を一体的に処理
することにより、
①し尿処理施設更新経費の削減
②生活排水処理を一元化すること
による処理コストの縮減
③下水道使用料増収による下水道
事業の経営安定化
　が図られる。
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